
　

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
輝
か
し
い
新
春
を
迎
え
ら
れ
、
健
や
か

に
お
過
ご
し
の
こ
と
と
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
は
、
4
月
末
で
30
年
以
上
続
い
た「
平
成
」が
終
わ
り
を
迎
え
、
元

号
が
変
わ
る
節
目
の
年
と
な
り
ま
す
。

　

振
り
返
れ
ば
、
平
成
の
始
ま
り
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
や
米
ソ
冷

戦
の
終
結
な
ど
、
世
界
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
た
時
期
で
あ
り
、
ま
た
、

我
が
国
で
は
、
バ
ブ
ル
景
気
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
頃
で
し
た
。「
平
成
」と

い
う
元
号
は
、
国
の
内
外
と
も
に
平
和
に
な
る
と
い
う
意
味
と
願
い
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

時
代
が
変
わ
る
、
と
い
う
期
待
と
と
も
に
始
ま
っ
た
平
成
時
代
で
し
た

が
、
必
ず
し
も
、
平
和
で
安
ら
か
な
時
代
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
世
界
で
は
、
各
地
で
テ
ロ
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
、
我
が
国
で
も
、
阪

神
淡
路
大
震
災
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
、
東
日
本
大
震
災
、
熊
本
地
震
な

ど
、
各
地
で
事
件
や
事
故
、
大
災
害
な
ど
が
頻
発
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
、「
ふ
る
さ
と
山
県
」を
未
来
の
若
い
世
代
へ
引
き
継
い

で
い
く
こ
と
や
、平
和
へ
の
願
い
を
込
め
て
、山
県
市
で
は
昨
年
9
月
、「
山

県
市
非
核
平
和
都
市
宣
言
」を
制
定
い
た
し
ま
し
た
。
新
し
い
時
代
が
平

和
な
時
代
に
な
る
よ
う
、
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

山
県
市
は
、
平
成
の
大
合
併
で
誕
生
し
、
今
年
で
16
年
目
と
な
り
ま
す
。

本
年
は
、
山
県
市
に
と
っ
て
も
節
目
の
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
2
0
1
9
年

度
中
に
は
、
東
海
環
状
自
動
車
道
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
開
設
さ
れ
る

予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
着
々
と
工
事
が
進
み
、
高
架
が
次
々
と
つ
な
が
っ

て
行
く
様
子
を
見
て
い
る
と
、
新
し
い
ま
ち
が
で
き
て
く
る
こ
と
を
、
実

感
い
た
し
ま
す
。
東
海
環
状
自
動
車
道
が
、
山
県
市
を
未
来
に
つ
な
ぐ
道

と
な
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

平
成
31
年
度
予
算
は
、「
包
括
的
な
子
育
て
支
援
と
女
性
の
活
躍
」「
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
開
通
を
契
機
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
」「
健
康
寿
命
の
延
伸

と
高
齢
者
の
活
躍
」の
3
つ
を
重
点
事
項
と
し
て
、
現
在
、
編
成
を
進
め

て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
2
0
2
0
年
1
月
に
ス
タ
ー
ト
す
る
N
H
K
の
大
河
ド
ラ

マ「
麒き

麟り
ん

が
く
る
」は
、
山
県
市
内
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
あ
る「
明
智

光
秀
」が
主
人
公
で
す
。
山
県
市
は
、
明
智
光
秀
や
土
岐
家
に
ま
つ
わ
る

史
跡
が
多
く
残
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
地
域
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
い
た

だ
く
チ
ャ
ン
ス
を
逃
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
今
年
か
ら
し
っ
か
り

P
R
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
年
の
干
支
は
、「
亥
年
」で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
二
支
の
サ
イ
ク
ル
で
は
、

次
の
新
し
い
ス
タ
ー
ト
に
向
け
力
を
蓄
え
る
と
き
で
も
あ
る
よ
う
で
す
。

目
前
の
イ
ン
タ
ー
の
開
設
、
大
河
ド
ラ
マ
の
開
始
と
、
新
し
い
時
代
は
、

山
県
市
に
と
っ
て
も
チ
ャ
ン
ス
の
と
き
で
す
。

「
と
き
は
今
！
」

　

今
年
も
市
民
の
皆
様
と
一
緒
に
、
地
域
が
も
つ
魅
力
を
今
一
度
見
つ
め

直
し
な
が
ら
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

皆
様
の
よ
り
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
と
と
も

に
、
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
年
頭
の
ご
あ
い
さ

つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

平
成
31
年　

元
旦　
　
　

山
県
市
長　

林　
　

宏　

優

謹
賀
新
年
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確定申告関係のお知らせ

1 国民年金保険料
　確定申告で控除を受けるには、日本年金機構が発行
した社会保険料（国民年金保険料）控除証明書または領
収書の添付が必要ですので、確定申告まで大切に保管
してください。
●対象保険料
平成30年1月1日〜12月31日に納付した国民年金保険料
●送付時期
平成30年11月初旬に郵送済みです。ただし、平成30年
10月2日以降に初めて国民年金保険料を納付した人に
は平成31年2月初旬に郵送します。
●家族の国民年金保険料を納付した場合
申告する人が家族の国民年金保険料を納付した場合は
家族の保険料も合算して申告できます。その際は家族
分の証明書なども一緒に添付してください。
●問い合わせ

控除証明書の紛失などにより再発行が必要な場合に
は、次の問い合わせ先に連絡してください。
※年金手帳など基礎年金番号が分かるものが必要です。
ねんきん加入者ダイヤル　℡0570-003-004
岐阜北年金事務所　℡058-294-6364（代表）

2 介護保険料
●対象保険料
平成30年1月1日〜12月31日に納付した介護保険料
※市から送付した「介護保険料決定通知書」に記載さ
れている金額は、4月から翌年3月までの保険料の金
額であり、確定申告で記載する金額とは異なります
ので、注意してください。
●送付時期
・特別徴収（年金天引き）の人（非課税年金の人を除く）
　�日本年金機構から、源泉徴収票が平成31年1月中旬
から下旬にかけ送付されます。社会保険料の内訳は
源泉徴収票の摘要欄に記載されています。
・普通徴収（納付書納付、口座振替）の人
　�納付済額のお知らせはがきは、平成31年1月下旬に
発送する予定です。
※特別徴収以外の人で「納付証明書」が必要な場合は、
健康介護課、伊自良支所、美山支所、西武芸出張所で
発行します。
問健康介護課　℡22-6838

社会保険料について�

障害者控除について�

　介護保険の要介護認定を受けている人で、障害者手
帳の交付を受けていなくても手帳の交付基準に準ずる
と認められる場合は、確定申告または市・県民税の申
告で障害者控除を受けることができます。この控除を
受けるためには、申請に基づき市が発行する「障害者控
除対象者認定書」が必要です。

●対象者
・��介護保険の要介護認定を受けている満65歳以上の人
で、寝たきりや認知症の状態が一定基準に該当する人
・��要介護認定を受けていないが、市職員の訪問調査な
どにより同様の基準に該当すると認められた人

●発行場所
健康介護課、伊自良支所、美山支所、西武芸出張所
問健康介護課　℡22-6838

そ
の
他
の
お
知
ら
せ

あ
な
た
の
年
金　
簡
単
便
利
な

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
で

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
自
身
の
年

金
の
情
報
を
手
軽
に
確
認
で
き
る
サ
ー
ビ

ス
で
す
。
24
時
間
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
か
ら
自
身
の
年
金
情
報
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
ア
ク
セ
ス
キ
ー
発
行

申
込
書
を
記
入
し
て
、
年
金
事
務
所
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

・
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

℡
0
5
7
0-

0
5
8-

5
5
5

※
℡
0
5
0
で
始
ま
る
電
話
の
場
合

℡
0
3-

6
7
0
0-

1
1
4
4

・
岐
阜
北
年
金
事
務
所

℡
0
5
8-

2
9
4-

6
3
6
4

（
音
声
案
内
①
→
②
）

税
務
署
で
の
面
接
相
談
は
、
事
前
に

予
約
を
お
願
い
し
ま
す

　
資
料
を
持
参
し
て
の
相
談
や
申
告
書
の

作
成
な
ど
、
税
務
署
で
の
面
接
相
談
を
希

望
す
る
場
合
は
、
事
前
に
相
談
日
時
の
予

約
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
予
約
は
希
望
日
の
前
月
の
1
日

（
1
日
が
閉
庁
日
の
場
合
、
翌
開
庁
日
）か

ら
受
け
付
け
ま
す
。

※
確
定
申
告
会
場
開
設
期
間（
2
月
18
日

〜
3
月
15
日
）を
除
く

問
岐
阜
北
税
務
署

　
℡
0
5
8-

2
6
2-

6
1
3
1

国民年金保険料と介護保険料は、社会保険料控除の対象です。

要介護認定を受けている人は、障害者控除対象者になる場合があります。
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